
令和８年度 新篠津村立小・中学校 小中一貫教育（中学校併設型小学校・小学校併設型中学校）  

経 営 方 針 

新篠津村小中一貫教育運営委員会   

                            （新篠津村校長会） 

 

 

１．小中一貫教育経営の基盤となる法規等 

(1) 日本国憲法      (2) 教育基本法     (3) 学校教育法など関係法規 

(4) 学習指導要領     (5) 北海道教育推進計画等（8～9P資料 1参照） 

(6) 石狩管内教育推進の重点（10P資料 2参照） (7) 新篠津村小中一貫教育基本方針 

  

２．小中一貫教育経営の理念 

教育の目的は人格の完成である。将来にわたり、平和で民主的な国家及び社会の形成者として

必要な資質を備えた子どもを育むことが社会全体に求められている。また、急速に変化する社会

情勢を反映して、子どもを取り巻く教育課題もますます多様化・複雑化している。このような時

代背景の中、子どもの生きる力を育むべく、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させ

た令和の日本型学校教育の推進が学校現場に期待されている。 

本村においても、学習指導要領に示される内容を重視し、知・徳・体のバランスのとれた教育

を、異校種及び地域との関わりを大切にしながら進めていくことが必要である。 

全ての原点は、次世代の社会を担う子どもに、ふるさと新篠津への愛着を深め、社会で活きる

実践力や対応力を身に付けさせるところにある。小中一貫教育を一つの手段として、9年間で子 

どもを育むという視点に立ちながら、目指す子ども像を共有した中で系統的な指導を展開してい

くこととする。 

 

  学習指導要領が示す内容で意識すべき事項 

 

Ⅰ 社会に開かれた教育課程の実現 

     絶え間ない技術革新や社会構造の変化など、予測困難な未来社会を生き抜く子どもに必要

とされる資質・能力を育むことが教育に求められている。これからの学校は、今まで積み重

ねてきた教育実践の成果を生かしながら、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創ると

いう理念を社会と共有していくことが必要である。学校や地域の実態を把握した上で何を学

ぶのかを整理し、どのように学び、何ができるようになるかを教育課程において明確にしな

がら、社会との連携・協働を図っていくことが大切である。 

 

Ⅱ 子どもの資質・能力を効果的に高める小中一貫教育の推進 

     将来の新篠津村の担い手として期待される子どもに、義務教育 9年間を修了するに相応し

い「生きる力」を育むことが求められている。その解決手段の一つとして、子どもの連続し

た学びを支える体制を構築することが、教育効果をさらに高める方策となる。 

 

Ⅲ 生きる力を育むための教育活動の展開 

     予測困難な時代の中でも、子ども一人一人が、社会の変化に対して受け身になるのではな

く、主体的に向き合って関わり合い、自分らしさを発揮した中で、他者と協働しながら、よ

りよい未来社会の担い手となるよう、特色ある教育活動を通して、そのために必要な資質・

能力を、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和の中で育んでいくことが大切である。 

 

Ⅳ 育成すべき「資質・能力」の 3つの柱 

     ①知識・技能   ②思考・判断・表現力等   ③学びに向かう力・人間性等  
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３．めざす子ども像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新篠津村が描く「新しのつめざす子ども像」は、次世代の新篠津を牽引する子どもたちの育成を 

重視しています。ふるさとを愛し、生きて働くための知識・技能を磨き、課題解決の力を身につけ 

つつ、他人を思いやる心を培い、夢に向かって粘り強く生きる子どもたちを育成することをめざし 

ます。 

 

４．小中一貫教育の基本方針 

≪基本方針１≫ 村全体での「めざす子ども像」の共有 

≪基本方針２≫ 中学校卒業までを見通した一貫した指導 

≪基本方針３≫ コミュニティ・スクールの仕組みを生かした豊かな教育環境づくり 

  ≪基本方針４≫ 子ども同士、教職員間の交流・連携・協働 

 

５．小中一貫教育推進で大切にする「３つのつながり」 

  子どもを中心に据えながら、学校・家庭・地域・村教委がつながりを保ち、「子どもの連続した学

び」を支える体制を構築していく。そして、以下の３点を大切にしながら、義務教育 9年間を修了

するに相応しい「生きる力」を育成する。 

 

 
  義務教育9年間を連続した期間と捉え、 

一貫性・継続性を大切にした教育課程を 

編成し、学力・体力の向上をめざします。 

・９年間を見通した各種系統表等の作成 

・小中相互の乗り入れ授業 

・生活・学習の習慣化等の交流 など 

 

 

  多様な人との交流の場を設けることで、 

人間性・社会性、実践力のあるコミュニ 

ケーション力の育成をめざします。 

・児童会と生徒会合同による活動の実施 

・中学校体験入学、小中合同授業等  

・定期的な合同研修会を実施、授業交流・実態交流等を行う など 

 

 

  地域とのつながりを大切にし、多様な視点で子どもを育て、ふるさとを愛し、ふるさとに生 

きる力を子どもたちに育みます。 

 ・体験活動など、ふるさと教育の充実 

 ・地域の教育資源・人材を有効活用した教育活動など 
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《豊かなつながり２》 なかまをつなぐ 

《豊かなつながり３》 ふるさとをつなぐ 

学びを 

つなぐ 
なかまを 

つなぐ 

ふるさとを 

つなぐ 

大切にする 

「３つのつながり」 《豊かなつながり１》 学びをつなぐ 



６．めざす子ども像の具現化に向けた指導目標 
   目指す子ども像の具現化に向けて、義務教育 9年間を発達段階に配慮して 4-3-2で区切り、それ   

ぞれを形成期、充実期、発展期と位置づけ、指導にあたる。 

 発展期における指導目標を「15歳の子ども像（義務教育 9年間で身につけさせたい子どもの姿）」

とする。また、充実期における指導目標に概ね到達した姿を「12歳の子ども像（小学校 6年間で身

につけさせたい子どもの姿）」とし、その到達状況を小中で確実に引き継ぐこととする。 
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７．経営の視点 
(1)校種を超えた教職員の経営参画や協働体制により、組織としてのマネジメント機能を生かし 

た経営の定着に努める。 
  ・学校経営方針、校務分掌等への明確な位置付け 

・小中が連携した組織体制の確立 
・ロードマップに沿った一貫教育の推進 

(2)小中全教職員の参画と協働体制を活用し、各種調査結果を基にした教育課程及び、教育活動の改 

  善と充実に努める。 

・９年間を見通した教育課程編成 

・一貫教育推進員(講師)による学力・体力調査の分析等 

・客観的なデータを基にした児童生徒の実態交流等の、合同研修の実施 

(3)子どもたちの資質能力の確実な育成に向けた、教職員の力量を高める研修の充実に努める。 

・合同研修会の定期的な実施 

・一本化された研究主題をもとにした授業交流、授業研究の充実 
(4)コミュニティ・スクールのしくみを生かした、豊かな環境づくりを目指す。 

(5)｢新しのつ めざす子ども像｣を児童生徒･保護者･地域と共有するとともに、成長している子ども 

たちの様子を積極的に発信する。 

 

８．推進体制 

新篠津村では、組織上独立した小学校及び中学校が、中学校併設型小学校、小学校併設型中学校 

として一貫した教育を施す。それぞれの学校の校内組織を尊重しながら、以下の小中一貫教育推進 

組織を確立し、運営にあたる。 

 

(1)組織図 
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(2) 組織体制と役割分担（具体的な取り組み） 

 

(3) 小中一貫教育の効果的推進を目的として、研究主題の一本化を図る。ただし、小学校と中学校の  

特色を考慮し、全てを揃えるものではない。本年度の小中一貫研究主題は以下の通りとし、それぞ

れの学校  

で具体的な取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会・部会 具 体 的 な 取 組  

 

 

 

 

運営委員会 

 

①経営方針等の共有 

②研究主題の設定 

③学校評価の推進 

④各種調査結果の分析と交流 

（NRT、全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

⑤運営委員会及び全体研修会の企画・運営 

⑥専門部会の統括 

⑦各種検定の合同開催 

⑧小中一貫だよりの発行 

 

 

 

 

 

教務・研究部会 

 

①年間指導計画及び教科系統表の作成 ※一貫教育推進員との連携 
②乗り入れ授業の計画と実施（小⇔中） 
③小 6年体験入学（オリエンテーション、授業体験、部活動体験、定期テ
スト体験）の計画と実施 
④小 6年対象の中学校定期テストの計画と実施（キャリア教育） 
⑤家庭学習の手引き作成 
⑥キャリアパスポートの運用 
⑦小中授業交流の計画と実施 
⑧研究の推進と交流 
⑨GIGAスクールに向けた推進と交流 
⑩特別支援教育の小中接続に向けた計画と実施 

 
 
 

指導・交流部会 

 

①小中の生活のきまり・約束ごと等の交流と統一できる指導内容の検討 
②望ましいメディア使用に関する取組（ノーゲームデイの推進） 
③児童会・生徒会合同による活動の計画と実施 
（いじめゼロを目指す集会、あいさつ運動、合同レク等） 
④生活だよりの発行 
⑤児童・生徒アンケートの交流および分析、活用 
⑥中学校教育相談会の計画と実施（小 6保護者対象） 
⑦児童・生徒実態交流（小中学校、村教委） 

 

事務部会 

 

①教育環境などの実態把握と整備 
②予算要望に関する交流 

 
 
 
連携部会 

①学校運営協議会に関する交流 
②PTA活動に関する交流 
③地域行事等への参加に関する交流 
④危機管理マニュアルに関する交流 
⑤学校安全保健、食育に関する連携 
⑥高等養護学校との連携協力 

研究主題 「多様な他者とすすんで学び、自らの考えを表現できる児童生徒の育成」

【小学校】生き生きと自分を表現する子どもの育成 

～個別最適な学びを通して自己表現力を高める授業づくり～ 

【中学校】対話を通じて協働的に学び続ける生徒の育成 

～見方・考え方をはたらかせ、生徒が学びを実感する授業づくり～ 
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資料１ 北海道教育推進計画（Ｒ５～Ｒ９） 
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資料２ Ｒ８石狩管内教育推進の重点 
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